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1 序

保険は,14世紀イタリアのジェノヴァ,ピサ,フィレンツェ等の商業部市

において,海上保険として誕生 したOそして,17世紀複葉火災保険が営まれ

るまでは,海上保険が唯一一の保険であり,保険と言えばもっぱら海上保険を

意味していた, とするのが一般的な見解である｡ したがって,海上保険は,

誕生して今 日までおよそ600年ないし700年 というきわめて長い歴史を有する

と同時に,火災保険等のいわゆる陸上保険を誕生させ る母胎でもあった｡

かかる海上保険は,誕生後程なくして地中海を東西に渡 り,スペイン,フ

ランス,さらにはイギリス,ベルギー,オランダ, ドイツ等-伝播 して,つ

いには19世紀中葉わが国にも移入される｡当初わが国で行われたのは,同様

に海上保険であり,陸上保険が営まれるようになったのは,若干の時を置い

てからにすぎなかった｡わが国における海上保険と陸上保険の歴史的関係を

ヨー一口ッパにおけるそれ と同列に配することはできないが,ごく形式的に

は, ヨーロッパにおけると同じように,まず海上保険が行われiその後に陸

上保険が営まれるようになったのである｡

ところで,かかる長い歴史を有するとともに,陸上保険の母胎となった海

上保険は,数百年以前の慣習が生き続け,今なお,それがかたくななまでに

守 り続けられている保険種 目の最たるものであるOそれは,現在なおわが国
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において,大半の輸出入貨物に関して使用されている英文貨物海上保険証券

の本文冒頭部分,すなわち"Beitknown,That-･･･as佃e11inhisortheir

ownName,asforandintheNameandNamesofallandeveryother

PersonorPersonstowhomthesamedoth,may,orshallappertain,in

partorinall,domakeInsurance,andherebycausehimselforthemselves

andthemandeveryofthem,tobeInsured,･･･.-"という文言を一瞥するだ

けでも,首肯せざるを得ないところであろう｡ちなみに,上記引用文の3行

目にある"doth"は "does"の古形であって,今では,通常,使用 されてい

ない語である｡

今 日わが国において,これほどに古色蒼然とした文言が使用されている保

険証券は,海上保険以外には見当らない｡このように,古い慣習が生き続

け,その結果,あまりにも多く歴史の榊をはめられている海上保険を研究す

るに当っては,その歴史的研究が重要であること,言をまたない｡とりわ

け,海上保険契約の法理を研究する場合には,現行法規および約款の解釈に

つき,本契約の歴史的経緯の探究が有益かつ重要であること,広 く認められ

ているのであって,｢--･数奇な運命を辿って,海上保険は 〔14〕世紀初頭

以来地中海沿岸地方にその発達を遂げたのであるが,これがまた一方当時の

貿易交通関係から,ロン ドン,ブルージュ等の港に伝播したのであるo要す

るに海上保険の発生から大体アメリカ大陸または東印度航路の発見に至るま

で約 〔200〕年間は海上保険の揺藍時代 と見ることができ,海上保険の地中

海時代と称することができる｡海上保険の地中海時代といっても今 日行われ

ている世界各国の海上保険法規または約款の骨格は,大部分この時代にでき

上がったといって差 し支えない｡そして海上保険法が世に 〔とかく〕難解 と

いわれるのは,勿論その本来の内容の複雑性にもよることであるが,また一

つには現代の海上保険法規または約款,ことに英国海上保険約款が普通人の

想像以上に当時の旧套を維痔 しているためでもある｡であるから海上保険法

または約款の研究に志す者は決して当時の海上保険制度または法規の研究を

怠ってはならぬ｡｣という,海上保険契約およびその歴史的研究の泰斗,一

橋大学名誉教授,故加藤由作博士の言を借 りるまでもない｡

14･5世紀地中海時代における海上保険条例 と言えば,わが国とは時間的
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にも地理的にも遠 くかけ離れた時および地のものであり,現代のわが国海上

保険契約の研究にとって,どれほどの意義があるか, といった疑問が発せら

れるかもしれないQ しか しながら,そのような疑問は当らないOわが国の海

上保険法は,1731年の-ムブルク保険 ･海損条例を噂矢とするドイツ法を基

本的に継受 したものであるが,その-ムブルク保険 ･海損条例には,1681年

のLouisXIVによる海事勅令が大きな影響を与えていたDまた,フランス

海上保険法も,淵源として,上記海事勅令にさかのぼることができ,イタリ

ア海上保険法についても同様である.結局,わが臥 ドイ-ツ,フランスおよ

びイタリアの海上保険法は,いずれも起源的には,海事勅令に収赦するので

あるが,かかる海事勅令も,当時全 く新規に定められたわけではなく,16世

紀中葉フランス北西部のルアンにおいて,おそらくAntoineMassiasの手

で編纂されたギ ドン ,ドゥ .ラ ･メールの影響の下に制定されたのであり,

さらに,これには,15世紀のバルセロナ海上保険条例が大きな影響を与えて

いた｡

同条例は,現代海上保険法の母法と称せられ,今 日の海上保険法はこのバ

ルセロナ条例から一元的に発達したとさえ言われるほどに,その重要性が強

調されている条例であるが,これもまた,忽然と定められるに至ったわけで

はなく,その伏線となるべき14･5世紀イタリアの条例が存在した｡つまる

ところ,わが国を始め, ドイツ,フランスおよびイタ1)アは言うに及ばず,

ヨーロッパ,そしてひいては世界の現代海上保険法は,その源泉を14･5世

紀地中海時代の海上保険条例に有するのである｡

ややもすると,地中海時代という名辞は,海上保険契約の有効性が認めら

礼,そして海上保険が誕生 したものの,未だ同契約の法理が必ずしも十分に

発達 してはいなかった時代かの如き印象を与えるおそれがあるが,実際はそ

うではない｡むしろ,この時代に,海上保険法および海上保険契約法理の根

幹は形成されたのであって,その意味で,同時代は,海上保険法史および海

上保険契約法理の歴史において,最も重要な時代の一つであるO

このように,14･5世紀地中海時代の海上保険条例は,現代海上保険法の

源泉であり,また,この時代に海上保険法および海上保険契約法理の根幹が

形成されたことから,同時代の海上保険条例がどのようなことを規定し,海
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上保晩法および海上保険契約法理のどのような根幹が形成されたかは,わが

国の現行海上保険法および海上保険契約の解釈問題のみならず,一般に,現

代海上保険契約の法理の探究にきわめて大きな意義を有している｡

14･5世紀地中海時代に走められた海上保険条例は,今 日知られているも

のだけで,およそ20条例を数えるoすなわち,1369年10月22日にジェノヴァ

の ド-ジュ (doge)GabrieleAdornoによって定められた海上保険条例を最

古のものとし,以後,1390年頃のジェノヴァ条例,1393年 5月9日付けのフ

ィレンツェ条例,1394年 3月17目付けの同条例,1401年 2月2日付けのジェ

ノヴァ条例,1405年12月のフィレンツェ条例,1407年12月31目付けの同条

例,1408年 1月23日付けのジェノヴァ条例,1419年12月23日付けのフィレン

ツェ条例,1420年頃のジェノヴァ条例,1421年 5月15日付けのヴェネツィア

条例,1424年 6月8日付けの同条例,1434年 8月27日付けのジェノヴァ条例

等のイタリア初期の海上保険条例,さらに1432年,1435年,1436年,1452

午,1458年,1461年および1484年のバルセロナ海上保険条例等である｡

これらは,海上保険法史の観点から,大きく二つの条例群に分けることが

できるであろう0--つは,バルセロナの条例群が制定される以前,イタリア

のジェノヴァ,フィレンツェ,ヴェネツィアで定められた条例群であり,ま

た一つは,15世紀スペインのバルセロナで定められた条例群であるOこれら

二つの条例群は,その形式的な側面,すなわち制定された地および時代,ヴ

ォリューム等について,違いがあるばかりでなく,実質的な側面,すなわち

規定内容の豊かさにおいても,きわだった相違を示している1)｡

1435年バルセロナ条例は,イタリア初期の条例とは異なり,多くの規定で

海上保険契約の要素に触れ,同契約の法理 を著 しく発展させた｡だからこ

そ,体系的な海上保険条例 としては,この条例をもって最古の海上保険条例

とすべ き旨,主張されるのであるが,その後,スペインでは,1538年のブル

ゴス条例,1556年のセビー7)ヤ条例,1560年のビルバオ条例等が定められる

こととなった｡むしろ,15世紀中葉から16世紀にかけては,かつてのイタリ

アにおけると同じように,スペインでも海上保険条例が百花揺乱のごとく定

められるに至るのである｡

かかるスペインの諸条例は,詳細な検討は今後の研究を待つにしても, と
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りあえず大きく二つの条例群,すなわち1432年ないし1484年に定められたバ

ルセロナの諸条例の地中海条例群 と1538年ブルゴス条例,1556年セビー リャ

条例,1560年ビルバオ条例等の大西洋条例群に分けることができると思われ

る｡その理由は,まず第1に,上掲のように,一方は15世紀,他方は16世紀

と,定められた年代に明確な線引きが可能だからであり,第2には,定めら

れた地が,一方は地中海沿岸都市であるのに対し,他方は,大西洋沿岸都市

であるからである｡正確には大西洋沿岸都市と言うことはできない都市で定

められたものもあるけれども,それでも地中海よりはむしろ大西洋により密

接な関係を有していた都市で定められており,そのことは何らかの形で条例

の規制 ･整内容に深 く影響を与えたと思われるから,これも大西洋条例に数

えることができる｡

セビ- リャは,言うまでもなくイベ 1)ア半島南西部,アラビア語で ｢大き

な川｣を意味するグァダルキビル川を80kmばか り下れば大西洋に通 じ,ど

ルバオもまた,イベ リア半島北部,ネルビオン川を11kmほど下ればビスカ

ヤ湾,そして大西洋に通ずる都市である｡ブルゴスは,マ ドリッドの北211

kmの内陸都市であり,大西洋沿岸都市とは言えないが,しかしながら中世

スペインの主要な輸出品であった羊毛の一大集積地であり,この地に集めら

れた羊毛は,主にビルバオからビスカヤ湾,そして大西洋を経て,フランド

ル等へ輸出されていたから,これもやはり大西洋に密接な関連を有 していた

のである｡

かかる大西洋に密接な関係を有していた都市で定められた条例群,つまり

大西洋条例群は,地中海条例群がその規制 ･整対象を主として地中海を航行

する船舶およびそのような船舶に積載される貨物に関する保険としていたの

に対し,おおむね大西洋を航行する船舶およびそれに積載される貨物の保険

を規制 ･整対象としていた｡規制 ･整対象たる保険の被保険船舶 ･貨物の航

行 ･運送領域が,内海たる地中海であるかあるいは外海たる大西洋であるか

は,条例の規制 ･整内容に大きく影響したであろうこと,そして場合によっ

ては規制 ･整内容が後者において一段 と進化 したことは,容易に想像し得る

ところであり,今 日の委付制度が,1435年バルセロナ条例第15条および第12

条に本制度の前身たる推定ないし擬制制度 (systemYonpr註sumtionenbzw.Fi-
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ktionen)が定められていたにせ よ,条例史上初めて規定されたのか,1538年

ブルゴス条例であったこと,この一事のみをとっても,上記想像の妥当性に

ついて,大方の納得を得ることができるのではないだろうか｡

これまでバルセロナの条例があまりに高 く評価されたためか,大西洋条例

群の研究はないがしろにされがちであった｡どちらかといえば,バルセロナ

の諸条例にスポット･ライ トがあまりにあてられ過ぎたために,大西洋条例

群はその影に隠されてしまったきらいがなきにLもあらずである｡ しか しな

がら,近代海上保険立法として菅が高 く,かつまたそれ以後の近代 ヨーロッ

パ海上保険立法にきわめて大きな影響を与えた1681年 LouisXIV の海事勅

令にほとんど同じ形で受け入れられたギドン ･ドゥ ･ラ ･メールの編纂され

たルアンが,直接あるいはブリュージュを介 して,カスティ1)ヤと強 く結び

ついてお り,さらに何よりもギドン ･ドゥ ･ラ ･メールの編纂者 とされてい

るAntoineMassiasがルアンに移住 したスペイン人の 1人であったことを

考慮すれば,海上保険法の継受関係上,大西洋条例群の有する地位は,バル

セロナ条例に勝るとも劣らない重要さを有するのであって,大西洋条例群の

研究をおろそかにすることはできない2)｡

本稿は,このような考え方を基に,典型的大西洋条例 と思われる,16世紀

中葉セビーーリャで定められた海上保険条例を研究すべ く,その基礎的事項に

ついて検討するものであるQ

l)拙著 『海上保険史研究』1997年,pp.1-4.
2)拙稿 ｢1520年 ビルバオ海上保険条例 (莱)｣『創立60周年記念損害保険論集』損害

保険事業絵合研究所,1994年,pp.71012.

2 16世紀のセビー リャ

15世紀末の1492年は,スペインの歴史にとって特記すべ き年の一つであ

る｡すなわち,この年にIsabelとFerdinandoのカ トリック両王の新 しい

スペイン王国を象徴する四つの大 きな出来事が生 じている｡一つ 目は,両王

が同年 1月2日にグラナダに入城 し,グラナダ王国が陥落 してレコンキスタ

に終止符が打たれたこと,二つ 目は,同年 3円31日に勅令を発し,4ヶ月の
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猶予期間を設けてユダヤ教徒にキリス ト教への改宗か国外過去を迫ったこ

と,三つ 目は,同年10月12日にコロンブスが現在のバ-マ諸島のサン ･サル

バ ドール島に到達 したこと,そして内つ目は,ネブリ--の ｢カスティー リ

ヤ文法｣が出版されたことである3)｡これら四つの出来事のうち,後のスペ

イン王匡rの経済にとって,最も大きな影響をもたらしたのは,貢うまでもな

くコロンブスの新大陸の発見であった｡

1451年,ジェノヴァ近郊で毛織物業者の息子 として生まれたコロンブス

は,好余曲折の後,1492年 4月17日付けと同月30日付けのいわゆるサンタ ･

フェの協約を結び,同年 5月12日にグラナダを出発 してパロス港に急行 し

たCそして,ここで準備に約80日間を費や した後,ニ-ニヤ号,ピンタ号お

よびサンタ ･マ リア号の三隻で8月3日金曜 日, 日の出前30分,8時にサル

テスの河口から出航 したのである｡このサンタ ･フェの協約には, コロンブ

スを,発見するであろうあらゆる陸地および島々の終身提督 とし,その相続

人がこれを承継し,さらに発見するであろう土地の副王兼総督に任命するこ

と,真珠等,発見地で購入または交換 したすべての物品について,取得のた

めに要 した経費を差し引いた残 りの 1/10をコロンブスに与え,9/10は両

王が取得することなどが定められていた4)C

同年10月10･11日の夜,コロンブスはサン ･サルバ ドール島を発見し,さ

らにキューバ,-イチを発見 して,原住民と物品を携えて帰国する｡95年の

第2回航海は,植民地経営を日的とし,17隻の船団と1500人の乗組見 各種

資材をもって-イチに航行 し,経営に着手したが,必ずしも十分な成果 を挙

げることはできなかった｡ しかしながら,プェル ト･リコ,ジャマイカ等を

発見した｡そして,第3回航海では, トリニダー ド,那 )ノコ河口,さらに

第4回航海では,ホンジュラス,パナマ地峡などを発見しているO

これらの航海と相前後して多くの探検が行われ,パルボアは太平洋岸に達

し,ボンセ ･デ ･レオンはフロリダを発見したOこのような冒険を推進 した

のも,その結果を独占したのもカスティリャであった｡

コロンブスは.最初レパルティミエント (repartirniento.分割)の権利を得,

土地と原住民を経営者に分割 し,強制労働 と貢柄を課し,植民地経営を行っ

た｡かかるレパルティミエントは,人口の減少をもたらし,発見当時の-イ



206 1556年セビー リヤ海上保険条例研究序説 (近見正彦)

チは,人口40万であったが,1508年ニコラス ･デ ･オバンド稔督の時代には

6万,1514年には 1万 4千と激減したらしい｡そこで,オバンドは,原住民

の魂の故済と保護を条件に,土地を経営者に委託する方式を採周することと

した｡この方式は,1503年12月20日のIsabelの勅令によって,法制化され,

それによれば,原住民も一応スペイン国王の臣下として扱われ,｢インディ

オをキリスト教徒 と交際させ,そのキリス ト教化を促進すること｣,｢インデ

ィオを招集してカ トリックの信仰を説教すること｣,｢カシーケ (原住民の首

長)は,スペイン人が必要 とする労働に従事する一定数のインディオを確保

してお くこと｣などが定められていた｡これが,いわゆるエンコミエンダ

(encomienda.委託)である｡

オバンドがハイチの総督に任命された1502年頃から,領土獲得と植民地経

営が本格的に進められるようになったOそして, コロンブスの一子デイエゴ

がオバン ドの後任 として総督になり,オ--ダがヌエバ ･アングルシーア

(南アメリカ北岸一帯)の総督,ディエゴ･デ ･こクエサがベラグア地方の総督

に任命された頃から,植民地経営は大陸に進出していくことになる｡

一方,原住民労働力の衰退に直面し,1501年には,アフリカ果人奴隷の輸

入が ドミニクス派宣教師ラス ･カサスによって主張され,1517年 Carlosi

は,年間4千人の黒人奴隷を供給する特権アシェントをフランドル人に与え

た｡これは後にジェノヴァ商人に売 り渡されたが,いずれにせよ,新大陸の

鉱山 ･栽培経営はかかる黒人奴隷の売買によりその労働力を供給されること

となった｡

スペイン王国がメキシコ (メヒコ)に関心を抱 くようになったのは,キュ

ーバの総督ベラスケスがユカタン半島の探検を命 じたコル ドバ ･グリハルバ

の報告によるらしい｡エルナンド･コルテスはベラスケスからの大陸遠征の

命令を受け,1518年11月18日サンティアゴを出航し,ユカタン半島に向かっ

たが,ここにスペイン植民地時代最大の残虐行為の一つが展開されることに

なる｡

また,中央アメl)カの植民地経営を進めていくうちに,南の大陸には ｢ペ

ルー｣と呼ばれる富裕な国があることが分かり,当時のコンキスタドーレス

が目をつけることとなった｡紀元前から住みついた原住民がさまざまな名称
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で呼ばれる文化を発展させた ｢ペルー｣の最後の王朝がおよそ13世紀頃クス

コを中心に建設されたインカ帝国であるが,当時のインカの住民は, 6百

万,8百万とも言われ,強大な絶対君主の下に高度を社会秩序 と文化を維持

していたOこのイシカの植民地化に手をくだしたのは,フランシスコ･ピサ

ロである｡

ピサロもコルテスと同郷 (エストゥレマドr7-ラ)でセビー リャから西イン

ド諸島に渡り,1509年にはオ--デのパラグア遠征に参加 しているCサン ･

セバスティアン植民地の建設には,副官として関与し,パルボアの太平洋発

見の探検にも加わった経験を有していた｡最初のうち彼の企図は,十分な成

果を挙げ得なかったが,1530年 1月あらためてスペインを発ってパナマに帰

り,第3回の遠征を準備した｡そして,32年 1月パナマを出航し,インカ帝

国の王ワイナ ･カペグの二人の子,ワスカルとアタワルパの内紛を巧みに利

用して,好策と暴虐の末に,アタワルパを捕らえ,莫大な身代金の取得に成

功したOそれにもかかわらず,彼はアタワルパを殺すという,残虐非道な行

為を行ったが,さらに,1533年ソトを先陣にインカの首都クスコに侵入し,

略奪,破壊,焼き討ちの限りをも尽 くした｡その後,部下のベナルカーサル

に命じてキトーを征服,ついでチリ-の遠征を企て,アルマグロにその実行

を命じた｡こうして,アルマグロはペルー支配の地歩を固めつつあったが,

原住民の反抗,身内の内紛,本国スペイン王国における彼の評判の悪化等の

中,1541年 6月26EI自身の子に虐殺された5)D

当初の発見はカリブ海の島々であったため,そこから収奪する富は限定さ

れ,一時は植民地放棄すら叫ばれたが,探検は次第に新大陸に及び,ここに

コンキスタド-レスの時代が訪れるuしかしながら,それはスペイン植民地

時代に大きな暗い影を落とすこととなってしまった｡

スペイン王国の新大陸征服は,短年月で完成された点においてまさに驚異

的であったO当時の技術水準にあって,たとえ火砲の出現があったとして

ち,遠 く隔てた新大陸に本国の数十倍の大領域を半世紀にも満たない短期間

に征服したのである｡

1492年コロンブスの第 1回航海から1550年頃までを新大陸の発見 ･征服期

あるいは広義のコンキスタド-レスの時代 と言うことができるであろう｡
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Isabelは,1499年コロンブスが派閥的な敵視によって告訴されたのを機会に

サンタ ･フェ協約を破棄 して新大陸の領有権を宣言し,アングルシア型大土

地所有制の下,植民地経営を行うに至る｡

当初植民地経営の目的は,植民地の農業確立によるヨーロッパへの食糧補

給であったOアンティリアスの農業開発もメキシコおよびペルーの鉱山の発

見によって頓挫し,砂糖プランテーションのみが根付いた｡しかしながら,

1560年植民地は食糧危機に陥ったため,食糧生産が促進され,麦はメキシコ

およびペルーの基本作物 となるO

スペイン王国はもとより,ヨーロッパ諸国の経済に大きな影響を与えたの

は,何はともあれ 新大陸の鉱業生産であった｡1503-20年,期待された金

の産出は,アンティリアスやカリブ海沿岸の水産式採取にすぎなかったが,

1521-44年には,コルテスのメキシコ征服によって金の産出量は増大した｡

一方,ペルー北部のポ トン銀鉱の発見 (1545年)は,年 3千キログラムの銀

産出量の増加をもたらすこととなり,ベル一一の銀産出額は16世紀後半になる

と仝産出額の 3分の2を占めたOまた,メキシコ中部では,サカステス,パ

チェコ,タスコなどの銀鉱が稼動し始め,銀が金を陵駕することになる｡か

くて,新大陸の銀産出額はヨーロッパを含む仝産出額の5分の4を占め,し

かも生産費はヨーロッパの 3分の 1ほどであったo

かかる植民地の物産は,船団によりセビー リャの港に送られた｡ヌエバ ･

エスバーニヤのベラ ･クルスやヌエバ ･カスティリャのカルタヘナ等-の船

団は,毎年 3-4月セビー リャ,カディスまたはサン ･ルカル ･デ ･バラメ

-ダ (セビJ)ヤの下流の地)に集結 した船舶で編成され,翌年の 2月には,

-バナに集結してセビー リャに帰港したが,往 きの貨物は,貴金属 ･その他

の物産 との交換物資としての工業製品,特に毛織物であり,帰 りの貨物は,

言うまでもなく金,級 (1594年の帰航船舶の貨物の95.62%が金･銀であったと言わ

れる｡),そして獣の生皮,タバコ,砂糖,インディゴ,洋紅等の物産であっ

たoLかも,銀は後にポル トガル領東インドの貿易決算に使用され,いわゆ

る三角貿易が成立する｡なお,銀の流入がヨーロッパに価格草食さらに商業

革命をもたらしたことは,周知の通 りである6)0

かかる植民地の経営に当たって,まず整備すべ きは,統治機構のそれであ
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ろう｡その点,スペイン王国の植民地統治の行政機構は比較的整備されてお

り,多くの点で他国の模範になっていた由である｡創設された植民地の行政

機構は,中央集権に基づ く官僚統制機構であり,カステイリャの諸制度が導

入されたが,本国と植民地との関係は,必ずしも一方的な統制 と服従という

単純なものではなかったo名目上は,メキシコもペルーも独立した王国であ

って,単に共通の国王を戴 く同盟国に過ぎなかった｡しかも,各植民地は,

それぞれのインディオの伝統に基づいて各自の制度を築いていたのであり,

根幹は同じであっても,多くの地域的な相違が存在した｡

植民地経営に関するスペイン王国の主要機関は,コンセ-ホ ･デ ･カマ

ラ ･デ ･ラス .インディアス (略称ConsejodeCamaradeユaslndias･正式には,

RealySupremoConsejode】aslndias.インド顧問会務)およびカ-サ ･デ ･コント

ラタシオン (CasadeContratacion.商務院,商務省,通商院,商業会議所などと訳さ

れている｡)である｡

1524年の勅令によって発足したコンセ-ホ ･デ .カマラ ･デ ･ラス ･イン

ディアスは,CarlosI時代に最高行政事務を扱う機関として組織立てられ,

征服地の拡大とともに拡大整備された｡それは,カスティリャ顧問会議に範

をとったもので,行政 ･立法 ･司法の機能を併せ持った新世界関係の最高意

思決定機関であった｡それに対し,カーサ ･デ ･コントラタシオンは,新世

界と本国との関係一切を統制 ･調整するために1503年セビー リャに設立され

た機関で,その業務内容は,植民地との間の航海,商業に関する諸事項のほ

か,行政上の連絡や現地資料の保管,税関事務など,非常に多様で,やがて

国庫や王室財庫に入るべき資金の回収 ･保管から,インディアスにおける通

商関係を主とする高等法廷の機能をも果たした7)｡とりわけ,1539年 8月15

日CarlosIの勅令により,セビー リャの他の法廷 とカーサ との裁判権の競

合については,カーサが優越する旨定められ,さらにその範囲が1543年 8月

23日の同勅令によって規定されたため,商事に関する裁判権は,本カーサが

行使 しており,それは海上保険条例の適用に大きく影響を与えることにな

る｡

3) 立石 ｢スペイン帝国の時代｣同編 訂スペイン ･ポル トガル史1新版世界各国史16･

2000年,p.145.
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4) 飯壊 F大航海時代のイベリア』中公新書,昭和56年,pp.133134.コロンブスの生

涯については,多くの文献があるが,さしあたり飯塚,前掲書,pp.133-51,林屋訳

『コロンブス航海誌』1965年,増田 『コロン7ナス』1979年,今野訳 『コロンブス』ク

セジュ文庫,1972年を参照｡

5) コンキスタド-レスの時代については,飯象 前掲書,pp.156164▲井上鼠 前掲

書,pp.246-65.なお,関･立石編訳 『大航海時代-スペインと新大l削 1998年,藤田

訳 『J.H..エリオット･スペイン帝匡Ⅰの興亡 (1469-1716)j1982年,川北訳 『コロン

ブスからカストロまで-カリフー海史1492-1969-jlT･ⅠⅠ,1976年,小体訳 『スペイ

ン-磨史的省察-』1975年をも参冊 C

6) 新世界あるいは新大陸との商業･貿易関係については,非上 ｢スペイン絶対主義｣

『岩波講座･世界歴史』15,近代2,pp.35-49,川北 ｢ヨ-ロッパの商業的進出｣訂岩波

講座 ･世界歴史』16,近代3,pp.117-22およびpp.130-42,非上編 『南欧史』1957年,

pp.249-57,飯塚,前掲番,pp.184190,浜名訳 Fフェルナン.ブローデル.地中海』

I1,1992年,pp.208-14,特に,Haring,C.HリTradeandnavigationbetweenSpain

andthelndies,HarvardEconomicStudy,VOLXIX,Cambridge,1918およびMae-

stro,M.,Delc･sriesgosysegurosdelacarreradelndias,Madrid,1991.pp.31-35,

67-67y91-121を参照｡

7) スペインの植民地統治の行政機構については,飯本 ｢中南米の植民地｣『岩波講

座 .世界歴史』16,近代3,1970年,pp.1217-24および上記Maestro,pp.115-21を参批

3 1556年海上保険条例

カ トリック両王は,1503年王室の独占機関として,カーサ ･デ ･コントラ

タシオンを開設 し,1510年これを政雁付属機関とした｡そして,1524にコン

セ-ホ ･デ ･カマラ ･デ ･ラス ･インディアスが設けられると,カーサはそ

の所属 経済機関とされることとなった｡一方,セビー リヤ商人は,ウニベル

スイダー ･デ ･メルカ ド-レス (UIliversidaddeloscargadoresalasIndias.

ComerciodeSevi】laあるいは単にConsu】adoとも呼ばれる｡)を結成し,上記カーサ

と結合 して,新大陸商業の独 占体制を築いたのである8)0

13世紀以前にも,若干の商業団体がスペイン東海岸に,商業上の争いの解

汰,アラゴン商人の同地内外での取引の保護 ･促進のための機関として存衣

し,1450年までには,アラゴン,カタル一二7,ルションおよびバレンシア

中の 8都市において,同団体が設立されていたoこのような団体は,そもそ

も二つの機能を有してお り,それらは,争いを解決する法蓮 としての,およ
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び商人の利益 を保護 し,増大せ しめるギル ドとしての機能であった｡そし

て,その後両王は,かかるスペイン東海岸に設けられていた商業団体をカス

テイリャに移植することを決断し,セビー リャにおいては,1543年 8月勅許

を発 し,ウニベルスイデー ･デ ･メルカ ド-レスの設立を認めることとなる

のである｡それは,急速に増大する新大陸との交易 とそれに伴って急激に増

加 した争いが,か-サ ･デ ･コントラタシオンの処理能力をはるかに超えて

いたからであった｡

かかるウニベルスイデーのメンバーは,新大陸との取引に従事する商人に

限られていたし,それもセビー リャに住む,既婚であるとやもめであるとは

問われなかったが,少なくとも25歳以上の商人でなければならなかった｡

次第にセビー リャは,新世界交易の中心地に成長する一方,カーサが新世

界交易,同世界-のまたはからの航海および同世界への市民の移住に関する

主たる政府監督機関となって行 く｡

かかるウニベルスイデーとカーサとの関係は, きわめて密であり,継続的

であり,また重大であったo EJ常業務 として,あるいは国王の特定の指示に

より,交易に関する規制,船団に参加させる船舶の選択および船団の組織化

について,カーサはウニベルスイダーの役月衆と骨に相談を行い,各種条例

の制定については,カーサの役員衆がウニベルスイデーのア ドバイスを求

め,さらにウニベルスイダーは王国の商業政策について多くの助言を与えて

いたのである9)0

か くして,セビー リャは,1556年海上保険条例 を定めるに至るのである

が,それは,上記カーサ ･デ ･コントラタシオンがウニベルスイダーの役員

衆のア ドバイスを得た上で,制定されたものである｡

しかしながら,セビー リヤで定められた海上保険条例の最初のものは,上

記1556年条例ではない｡それ以前に1552年に Carlos Iにより定められた条

例が存在するのであるが,1552年条例は, 2か条で,保険契約は公的書面を

もって締結されない限りその効力を有きないことと船舶保険の付保制限のみ

を規定するに過ぎず,規定数 と言い,また内容的に言っても,最 も重要なセ

ビー リャ海上保険条例が1556年条例であることに異論をはさむ研究者はいな

いO
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ところで,1556年セビー リャ条例を掲げた主要文献を掲げれば,次の通 り

である｡

(1) RecopilaciondeleyesdelosReymosdelasIndias,t.IV,Madrid,

1681,enRecopilaciondeleyesdelosReyllOSdeユaslndias

(reed.),t.rv,Madrid,1973,pp.96-105.

(2) Magens,N.,Anessayoninsurance,vol.lI,London,1755,pp.

30-51.

(3) Baldasseroni,A.,Trattatodelleassicurazionimaritime,t.ⅠⅠⅠ,

Firenze,1786,pp.723-44.

(4) Capmany,A.deyMollpalau,de,Codigodelascostumbres

maritimasdeBarcelolla,Madrid,1791,enCapmany,A.de,

LibrodelConsuladodelmar(reed.),1965,Barcelona,1965,pp-

653-65.

(5) Pardessus,J.M.,CollectiondeloisdeanterieuresauXVJlle

siさcle,t.ⅤⅠ,Paris,1845,pp-76-103.

(1)は,CarlosIIの命でそれ以前に定められた各種諸条例を印刷 ･発行

した条例集であり,公的条例集としての性格を有している｡

(2)は,商人であったMagensが海上保険契約に関する種々の事項 ･論

点について解説 ･論じた古典的名著であるが,1556年セビー リャ条例に関し

て言えば,これのオリジナルのテクストが掲げられているわけではなく,そ

の英訳が掲載されているに過 ぎない｡

(3)は,これも (2)と同様に古典的名著として名を馳せている文献で

あるが,これにもオリジナルなテクス トが掲げられているわけではなく,そ

のイタリア語訳が掲載されているに過ぎない｡

(4)も,(2),(3)と同じく古典的名著である｡しかしながら,(2),

(3)とは異なり,1556年条例 (ただL,同書では"Ordenanzaspara10sseguros

maritimpsqueformaronelPrioryConsulesdeUniversidaddemercaderesdeSevilla,

conrespectoalallaVegaCionalaslndiasOccidentales,en1555"として掲げられてい

る｡)のオリジナルのテクス トが掲載されている｡

(5)は,かの有名な6巻からなる海事法規集の中の 1巻であり,これに
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はオリジナルのテクストとそのフランス語訳が掲載されている｡

上記5文献は,訳であるか,オリジナルのテクストであるかの違いはある

にしても,いずれも,1556年セビー リャ条例を掲げているが,同条例全体を

掲載してはいないものの,1556年セビーリャ海上保険条例の研究において必

ず参考にすべき重要な文献として,① Reatz,C.F.,GeschichtedesEu-

rop去ischenSeeversicherungsrechts,Leipzig1870,SS.268196および② Mae-

stro,M.,DelosriesgosysegurosdecarreradeIndias,Madrid,1991の 2

書を挙げることができるであろう｡ とりわけ,後者には,これまで知られて

いない史料が掲載されており,1556年条例研究にはきわめて有益な示唆を得

ることのできる書である｡

さて,上述のように,1556年セビー リャ海上保険条例は5文献にその全体

が掲載されているが,同条例を研究するにあたり,それらのいずれか一つの

みによって研究し,それ以外の文献は一切参考にしないという研究姿勢が邪

道であることは言わずもがなであるけれども,5文献の中で,いずれが後の

各種改正を含まない,1556年条例制定時のそれこそオリジナルをテクス トを

より正確に掲げているかを検討 し,それを第一義的な基礎史料として,さら

に他の諸文献を参照しつつ,研究するのが正当を研究姿勢であることに疑い

はない｡とすれば,先の 5文献の内,このような第一義的基礎史料 として挙

げるべきはいずれであるかを検討 しておく必要が生じてくる｡

上記 5文献の中で,訳しか掲げていない文献は,第-に検討の蚊帳の外に

iF;.-くことができるであろうoと言って,一切参考にしないということでない

のは, もちろんであるが,訳しか掲げられていない点で,それらを第一義的

).E礎史料 とするわけにはいかない｡であるならば,当面検討すべ きは,

(1),(4)および (5)ということになる｡

PardessuslO)は,1556年条例の掲載に際 して,HLaRecopilacio"はその

編纂者衆が若干の修正を認められていたという理由で,これではなく,1683

;I:-版に基づいた旨を明らかにしている｡しか しながら,Pardessusの言 う

ÌLaRecopilacio"が何年版のものかは明らかでないcLか も,Pardessus

が使用 した1683年版が何の1683年版かも分からない｡しかしながら,文脈か

ら言って,おそらくPardessusの言う1683年版は,"LaRecopilacio"の同
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年版 で あ ろ う｡とす るな らば,Pardessusが参考 に しなか った"La

Recopilacio"はユ683年版以外の版であるということになるわけで,果たし

てそれは何年版であろうかC

可能性は二つ,すなわち1683年以前の版かあるいは1683年以後の版である

か,である｡常識的に考えれば,Pardessusが参考にしなかった理由,すな

わち編集者衆が若干の修正を認められていたという理由からして,1683年以

後の版であろうと考えるのが大きな間違いのないところであろう｡なぜなら

ば,編纂者衆に若干の修正が認められていたというのは,ある程度の時間が

経過し,その間の諸事情の変化そしてそれによる修正の必要性から,諸規定

のアップ ･ツウ ･デイ トを目的とした合理的な整理を試みると同時に,余 り

に大きくオリジナルの規定を変更するのは条例の編纂 という本来の目的に大

きく逸脱する可能性があり得るために,若干の修正に限るということで,そ

のような修正のみを認めたと考えることができるであろうからであるOさら

に,Pardessusが1683年版を参考にしたということは,同版が最 もオリジナ

ルに近い,あるいはオリジナルそのものであると考えたからではないかOと

いうことは,間接的にPardessusが参考にしなかったHLaRecopilacio"は

1683年以後の版であることを示している｡つまるところ,Pardessusが参考

に しな か っ た "La Recopilacio"は,お そ ら く1683年 以 後 の HLa

Recopilacio"の版であろうと思われるのであって,そのように考えるのが

常識的なところではないだろうか｡しかし,残念ながら,筆者は,1683年以

後の"LaRecopilacio"の版の存在を知 らない｡と言って,そのような版が

ないということではない｡むしろ,Pardessusが1683年版に基づ き1556年条

例の諸規定を掲げているから,それ以後の版を調べる必要性を感じなかった

ためであり,そのような版の存在を否定しているわけではないO

上記文献の (1)は,"RecopilaciondeleyesdelosReynosdelasIn-

dias"であ り,おそらくPardessusの"Recopilacioll"の1681年版であるO

もしそうであるならば,Pardessusが参考にした1683年版よりも2年早 く公

刊されているわけで,1556年セビー リャ海上保険条例を検討する場合には,

これをまず第一義的基礎史料として参考にすべきであろう｡詳細はいずれ検

討する予定であるが, とりあえず瞥見すれば,わずか 2年の違いとはいえ,
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Pardessusが掲げたテクス トと1681年版のテクストとはかなりの相違が存在

する｡たとえば,Pardessusでは,海上保険関係の規定数が全体で55か条で

あるのに対し,1681年版では57か条であり,2か条の違いがあるし,最初の

規定 も,Pardessusではコン トラタスイオンの条例の第27条 となっている

が,1681年版では ｢カーサ ･デ ･コントラタスイオンの条例第9部39節保険

者衆,諸危険およびインディアス航海に関する保険｣の第 1条 となってい

る｡さらに,Pardessusでは,インディアス向け航海の普通海上保険証券

は,条例の最後に掲げられ,注で第39節第33条とされているが,1681年版で

は第35条に掲げられている｡このような相違は,他にも少なからず存在す

るOわずか 2年の違いでこのような多くの相達がなぜ生じるのかは,大きな

疑問であるが,紙幅の関係もあり,ここでは検討しないO

いずれにせよ,我々が1556年セビー リヤ海上保険条例を検討するには,上

記 5文献のいずれをも参考にしなければならないが,しかし,第一義的な参

考史料 としては,まず (1)を取 り上げなければならないのである｡したが

って,今後1556年セビー リャ海上保険条例の規定内容を検討するについて

は,(1)のRecopilaciondeleyesdelosReynosdeユaslndias,t.ⅠⅤ,

Madrid,1681,enRecopilaciondeleyesdelosReynosdelasIndias(reed.),

t.ⅠⅤ,Madrid,1973,pp.96-105を第一蓑的史料とし,さらに上に掲げた各種史

料を同時に参考にしてい(こととする｡

海上保険条例の史的研究に関する筆者の立場およびそのような研究の重要

性について述べた後,1556年セビ- 1)ヤ海上保険条例が定められた頃の同地

の状況を概観した｡そして,同条例が定められる背景および制定機関を瞥見

し,この条例のテクス トが掲げられている文献の中で,第一義的な史料 とし

て,いずれを取 り上げるべきであるかを検討 した｡

この問題は,一見小さな問題であるかのような印象を与えるかもしれない

が,その実,そうではなく,むしろ基本的な,かかる史的研究を行 うにあた

って,最初に解決すべききわめて重要な間喝であると言わなければならな

い｡史料それ自体としての価値はもちろん,もし不正確を史料に基づいて検

討すれば,その換討結果が一層不正確になるのは必然であり,そのような研

究の姿勢はこれを最も回避すべきところであろうd
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言うまでもなく,筆者が結論付けた,1556年セビー リャ海上保険条例の検

討に際して第一義的に使用すべき史料が Recopilacion de leyes de los

Reynosdeユaslndias,t.ⅠⅤ,Madrid,1681,enRecopilaciondeleyesdelos

Reynosdelasllldias(ree8.),t.ⅠⅤ,Madrid,1973,pp.96-105であることは,

決して絶対的ではない｡現在の筆者の検討からそう言えると言ったに過 ぎ

ず,その点では,あくまでも筆者の緯論は相対的であって,今後の史料の発

見,あるいはより細部にわたる地道な検討の結果,翻さなければならない事

態が生じるのは,当然である｡海上保険条例が定められたのは1556年であ

り,上記Recopilacionが公刊されたのは1681年であって,その間には100年

を超える時間が経過しているから,将来 Recopilacionよりも条例制定時に

近い史料が発見される可能性は多分にあるのである｡しかしながら,現在の

史料状況および筆者の,不十分ではあるが,一応の検討の結果,上記のよう

なこととなったわけで,少なくとも筆者が本条例について今後研究を進める

に当たっては,上記史料を第一義的に使用 していきたいと考えている｡

8)井上 前掲論文,pp.38,39.

9)Cf.Smith,R.S,,TheSpanishかildmerchant,AhistoryoftheConsulado,1250

-1700,Durham,pp.18-46and67-112,andMaestro,op.°it.,pp.115-21.

10) Pardessus,op,cit.,pp,7-8et76,n.1.




